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災
害
テ
レ
フ
ォ
ン

電
話
番
号
が
変
更

　
利
根
沼
田
広
域
消
防
本
部
管
内

（
沼
田
市
、
片
品
村
、
川
場
村
、
昭

和
村
、
み
な
か
み
町
）
で
火
災
や

救
助
な
ど
が
発
生
し
た
際
に
災
害

情
報
を
提
供
し
て
い
る
「
災
害
テ

レ
フ
ォ
ン
サ
ー
ビ
ス
」
の
電
話
番

号
が
、
７
月
１
日
（
土
）
か
ら
変

わ
り
ま
す
。
新
し
い
番
号
は
、
０

５
０
・
５
５
２
６
・
８
６
１
３
で
す
。

問
合
せ
　
消
防
本
部
警
防
課
警
防

係
☎
２
２･

３
１
３
９

ぐ
ん
ま
大
雨
時
デ
ジ
タ
ル

避
難
訓
練
２
０
２
３

　「
ぐ
ん
ま
大
雨
時
デ
ジ
タ
ル
避

難
訓
練
２
０
２
３
」
が
、
６
月
１

日
か
ら
始
ま
り
ま
す
。
大
雨
時
の

避
難
方
法
に
つ
い
て
、
一
連
の
流

れ
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。
訓
練
の

最
後
に
行
う
「
防
災
ク
イ
ズ
」
で

満
点
を
獲
得
し
た
県
民
を
対
象

に
、
抽
選
で
宿
泊
券
な
ど
が
当
た

り
ま
す
。
　

応
募
期
限
　
６
月
30
日
（
金
）

そ
の
他
　
県
公
式
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ
ア
カ

ウ
ン
ト「
群
馬
県
デ
ジ
タ
ル
窓
口
」

の
友
だ
ち
登
録
が
必
要
で
す
。

問
合
せ
　
県
砂
防

課
☎
０
２
７
・
２
２

６
・
３
６
３
３

がん患者ウィッグ等購入費助成事業
　がん治療などに伴う経済的負担の軽減や療養生活
の向上、就労などの社会生活を応援するため、ウィッ
グおよび乳房補整具の購入費の一部を助成します。
対象　次の①②の両方に該当
①本市に住民登録があり、市税などの滞納がない
②本市以外で同種の助成を受けていない
助成対象　ウィッグ、乳房補整具　
助成額　  購入にかかった費用（ウィッグは 3 万円、
乳房補整具は 1 万円を上限）
※ウィッグ本体に含まれない付属品やケア用品の購
入および送料、申請に必要な証明書にかかる費用
は対象外
※購入額が上限額に満たない場合、購入額を助成　
※助成対象者に対して各１回限り
申請期限　購入時の領収書発行日の翌日から起算
して１年以内
申込み・問合せ　健康課予防係☎内線 3161

1010109

　資 金 名 融 資対象 資 金 使 途 限 度額 期間 利率 申し込み

中
小
企
業
者
向
け

小口資 金
※１

市内で 同一事 業を１年 以 上営んで
いる中小企 業 者と中小企 業団体で
市税を完納済　
※個人事 業 者は市内に１年以 上 居 住 運転 資 金

設備資 金
1, 250 万円

運転６年以内
設備８年以内
( うち据え置き６
カ月以内)

1 . 8%
群馬銀 行
東和銀 行
利根郡信用金庫
北 群馬信用金庫
あかぎ信用組合
ぐんまみらい信用
組合

※市内店舗に限る

特別小口資金
※１

従 業 員20 人 以下( 商 業、サービス
業は５人以下) の小企 業 者で、過去
１年間に市民税 所得割が 課 税され
完 納し、他 の 保 証 付 融 資を利 用し
ていない

中小企業設備
近代化資 金

※２ 市内で同一事業を１年以上営んでい
る中小企 業 者と中小企 業団体で市
税完納済

設備資 金 1, 50 0 万円
8 年以内
( うち据え置き１
年以内）

1. 8%

中小企業経営
振 興 基金

※２

     運転 資 金
( 経営安定化目的）

中小企 業 者
1, 50 0 万円
中小企 業団体
2,0 0 0 万円

6 年以内
( うち据え置き１
年以内)

1 . 8%

勤
労
者
向
け

勤労者生活資 金

市 内に１年 以 上 居 住、または市 内の
同 一 事 業 所に１年 以 上 勤 務し、前年
の 源 泉 徴 収 票と所 得 証 明 書 など を
提出し資 金の償 還が 確実と認められ
る

医療 費、冠婚葬 祭
費、教育費、災害
復旧費、耐久消費
財購入費、育児・
介護休業に伴う
生活費

3 0 0 万円 10 年以内
 2 .1%
( 育児・介
護、教育費
は、1.9%)

中央労働 金庫
沼田支 店

開
発
行
為
に
は
事
前
協
議

大
規
模
土
地
取
引
は
届
け
出

開
発
行
為
、
再
生
可
能
エ
ネ
ル

ギ
ー
発
電
設
備
設
置
の
事
前
協
議

　
市
内
開
発
区
域
の
面
積
が
３
千

㎡
以
上
の
土
地
で
、
区
画
形
質
の

変
更
、
施
設
整
備
を
行
う
場
合

や
、
１
千
㎡
以
上
３
千
㎡
未
満
の

再
生
可
能
エ
ネ
ル
ギ
ー
発
電
設
備

を
設
置
す
る
場
合
に
は
、
事
前
協

議
が
必
要
で
す
。
都
市
計
画
区
域

内
で
３
千
㎡
以
上
お
よ
び
都
市
計

画
区
域
外
で
１
万
㎡
以
上
の
開
発

に
は
、
県
知
事
の
許
可
が
必
要
で

す
。

国
土
利
用
計
画
法
に
よ
る
土
地
取

引
の
届
け
出

　
都
市
計
画
区
域
内
で
５
千
㎡
以

上
、
同
区
域
外
で
１
万
㎡
以
上
の

土
地
売
買
契
約
や
予
約
、
代
物
弁

済
な
ど
の
取
引
を
行
っ
た
場
合
に

届
け
出
が
必
要
と
な
り
ま
す
。
契

約
締
結
後
、
２
週
間
以
内
に
市
を

経
由
し
て
県
知
事
に
届
け
出
を
し

て
く
だ
さ
い
。

問
合
せ
　
都
市
計
画
課

計
画
係
☎
内
線
４
１
２
１

就
職
希
望
の
女
性
を
応
援

1012138　
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
や
職
場
体

験
な
ど
、
就
職
を
希
望
す
る
女
性

の
た
め
の
応
援
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
を

行
い
ま
す
。   

と
き
　
①
イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
前

セ
ミ
ナ
ー
（
７
月
６
日
（
木
）、

20
日
（
木
））  

②
職
場
見
学
会
（
９

月
７
日
（
木
）、
21
日
（
木
））
③

イ
ン
タ
ー
ン
シ
ッ
プ
に
挑
戦
（
個

別
で
日
程
調
整
）
④
イ
ン
タ
ー
ン

シ
ッ
プ
後
セ
ミ
ナ
ー
（
来
年
２
月

15
日
（
木
））　

と
こ
ろ
　
テ
ラ
ス
沼
田
６
階
６
０

２･

６
０
３
会
議
室

対
象
　
県
内
在
住
で
就
職
を
希
望

す
る
女
性

そ
の
他
　
託
児
あ
り
（
無
料
）。
た

だ
し
、
②
、
③
は
不
可
　

申
込
み
・
問
合
せ
　
女
性
応
援
専

用
ダ
イ
ヤ
ル
☎
０
５
０
・５
４
７
０
・

３
７
７
１
ま
た
は
メ
ー
ル
（in

fo
@

g
u
n
m

a
ke

njose
io

u
e
n
.co

m

）

６
月
11
日
（
日
）

花
い
っ
ぱ
い
デ
ー

　
毎
年
６
月
第
２
日
曜
日
の
「
花

い
っ
ぱ
い
デ
ー
」
に
ち
な
み
、
花

い
っ
ぱ
い
運
動
推
進
委
員
会
が
、

市
内
の
道
路
沿
い
に
花
を
植
え
る

な
ど
の
美
化
活
動
「
花
い
っ
ぱ
い

運
動
」
を
行
い
ま
す
（
地
区
に
よ

り
実
施
日
が
前
後
す
る
場
合
あ

り
）　

問
合
せ
　
生
涯
学
習
課
社
会
教
育

係
☎
内
線
３
３
２
１

春
季
特
別
整
理
期
間

図
書
館
（
室
）
が
休
館

1009281　
図
書
館
と
白
沢
・
利
根
地
区
コ

ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー
図
書
室

は
、
館
内
特
別
整
理
の
た
め
６
月

23
日
（
金
）
か
ら
29
日
（
木
）
ま

で
休
館
と
な
り
ま
す
。

※
期
間
中
の
本
の
返
却
は
図
書
館

正
面
玄
関
左
側
の
ブ
ッ
ク
ポ
ス
ト

へ
、壊
れ
や
す
い
視
聴
覚
資
料
は
、

後
日
、
返
却
カ
ウ
ン
タ
ー
へ

問
合
せ
　
図
書
館
☎
２
２
・
０
５

５
０

ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣

駆
除
に
助
成

1002439　
刺
傷
被
害
を
未
然
に
防
止
す
る

た
め
、
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣
駆
除
費

用
を
助
成
し
ま
す
。

対
象
　
市
内
在
住
の
人
（
事
業
所

は
対
象
外
）

条
件
　
市
内
の
一
般
住
宅
お
よ
び

そ
の
敷
地
内
と
し
、
専
門
の
駆
除

業
者
に
依
頼
し
た
ス
ズ
メ
バ
チ
の
巣

助
成
額
　
駆
除
料
金
の
２
分
の
１

（
限
度
額
１
万
５
千
円
）

問
合
せ
　
市
環
境
保
健
協
議
会
事

務
局
（
環
境
課
廃
棄
物
係
内
）
☎

内
線
３
０
７
３

申
込
み
・
問
合
せ
　
産
業
振
興
課

産
業
振
興
係
☎
内
線
５
０
０
２
　

詳しくはこちら

詳しくはこちら

1002011
1007270
1002010


